
第一号の三様式(第二条関係) 
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殿   

あなたの市町村民税・道府県民税、森林環境税を本書の

とおり決定しましたので通知します。 

令和 年 月 日   

 

市町村長    

氏 名    

印 

 

 

 
お問合せ先 

 

 

                    市町村民税・道府県民税・森林環境税 納税通知書 兼決定通知書                             (単位：円) 

 

▼賦課期日時点氏名・住所 
  

  
通知書番号 

  

金融機関名 
 

 
年 税 額 給与特徴税額 年金特徴税額 差引普通徴収税額 

 
(支店名) 

 

     
口座番号 

 
振替方法       

(口座名義人) 
 

※「充当又は委託納付額」がある場合は、実際に納める額は充当又は委託納付額を差し引いた金額となります。 

期 別 
       

納期限 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日         

        

        

        

        

▼一括で納めていただく場合 

＊一括での納付をご希望の場合、納めていただく金額は右記の通りとなります。 

    

    

▼特別徴収対象の公的年金の種類と支払者の名称・法人番号 

▼昨年度の通知書でお知らせした、4月から8月の公的年金から特別徴収される月と金額 

 (仮徴収税額) 

公的年金の種類 
  

徴収月   年4月   年6月   年8月 

支払者の名称 
 

年金より特別徴収される額 
   

支払者の法人番号 
 

 ▼来年度も引き続き公的年金からの特別徴収の対象となる場合に、

来年度の4月から8月の公的年金から特別徴収される月と金額(仮徴収税額) ▼10月から2月の公的年金から特別徴収される月と金額 

徴収月   年10月   年12月   年2月 
 

徴収月   年4月   年6月   年8月     
年金より特別徴収される額 

   

     

 

                 市町村民税・道府県民税・森林環境税課税明細書                                       (単位：円) 
 
▼所得金額等 ▼所得控除額 

 
▼扶養親族・特親該当区分             ▼本人該当区分 

      
控

配 

老

配 

特

定 

同

老 

老

人 

16歳

未満 

その

他 

同

障 

特

障 

他

障 

特

親 

未成

年者 

特

障 

他

障 

寡

婦 

ひと

り親 

勤労

学生 
    

                     

     
▼算出税額 市町村民税 道府県民税      
税 額 控 除 前 所 得 割 

  

       

       

       

       

       

       

合 計 所 得 金 額 
      

繰 越 損 失 額 
 

控 除 合 計 
    

総 所 得 金 額 等 
  

所 得 割 額 
  

▼課税標準額 

均 等 割 額 
  

森 林 環 境 税 額 
 

      
減免額・免除額 

 

    
年 税 額(住民税及び森林環境税の額) 

 

    
給与・公的年金等からの特別徴収税額 

 

    
差引普通徴収税額(本年度納めていただく額) 

 

    
控除不足額 

 

    
(うち還付額) 

 

 

注意 市町村民税所得割及び道府県民税所得割の税率等は裏面にあります。詳しくは裏面をよくお読みください。 

 

 備考 1 この通知書は、第1号の4様式による納付の告知以外の告知について使用すること。 

 

    2 市町村は、この通知書の裏面に、市町村民税、道府県民税及び森林環境税の賦課の根拠となった法律及び条例の規定、市町村民税所得割及び道府県民税所得割の税率、納期限までに税

金を納付しなかった場合において執られるべき措置、この通知書の記載事項に不服がある場合における救済の方法並びに特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額がある場合

においては、その額は普通徴収の方法によって徴収されるものであることを記載すること。 

 

    3 「肉用牛の売却価額」の欄は、肉用牛の売却による事業所得がある場合において法附則第6条第2項又は第5項の規定の適用を受けるときの同条第2項第1号又は第5項第1号に規定する売

却価額の合計額及び税額を記載すること。この場合において、「総所得金額」の欄は、同条第2項第2号又は第5項第2号に規定する事業所得の金額がないものとして計算した課税標準額及

び税額を記載すること。 

 

    4 「支払者の法人番号」の欄には、公的年金の支払者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を

記載すること。 


